
広報 
平成22年 
（2010年） 6.1

【座間市のお知らせ】№858 市 の 人 口●129,208人（＋658人） 
　　　　　　男65,768人　女63,440人 
市の世帯数●5,4070世帯（＋724世帯） 
平成22年５月１日現在（　）は前年同月との増減 

●電子申請・届出サービスのご利用を（2面） 
●みんなの健康（3面） 
●高齢者地域支援事業の取り組み（4面） 
●市民大学「前期」受講者を募集（7面） 
●ざまインフォメーション（8・9面） 

Trademark American Soybean Association 

大豆油インクを使用しています 
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６月19日（土）～27日（日）
午前９時30分～午後５時（27日は４時）
※６月21日（月）は休館のため入場不可
ハーモニーホール座間（市民文化会館）
１階ギャラリー
相笠昌義、大矢雅章、佐藤千恵子、橘良子、
穂積千幸、松山徹、若林元司（敬称略）
無料

６月１日（火）から７日（月）まで、全国一斉に「水道週間」として啓発運動
が実施されます。この水道週間に合わせて、次のイベントを開催します。
市では、今後もより一層皆さんに信頼される水道事業を目指し、水道施設の耐

震化や水質管理の強化などを行い、安全でおいしい水を安定的に供給できるよう
努めていきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
◆水道施設開放
○と　き　６月６日（日）午前10時～午後３時（荒天中止）
○ところ　第１配水場（入谷４-3064、立野台小学校西側）
○内　容　非常用飲料水袋の展示、給水車展示、
水道施設のパネル展示、水道なんでも相談会
※会場でアンケートに回答すると「座間の水」
500ミリリットルペットボトルをプレゼントし
ます。また、クイズに答えて、正解すると、
さらにもう１本プレゼント。

◆「座間の水道」ビデオ放映
○と　き　６月１日（火）～７日（月）午後１
時30分（土曜・日曜日を除く）

○ところ　市役所1階市民ホール
○内　容　座間を舞台にし、ストーリー形式で市の水道の仕組みが分かるビデオ
を上映
※ビデオの貸し出しも行っています。

◆図書館「水道ミニ展」
○と　き　６月16日（水）までの図書館開館日
○内　容　水道に関する展示
担当 水道業務課 �046（252）7513 �046（257）4155

「光化学スモッグ注意報発令中」と書かれた黄
色い立て看板を見掛けたり、防災無線で注意報発
令のアナウンスを聞いたりしたときは、屋外での
激しい運動や車の運転は控えてください。また、
のどが痛くなったり、目がチカチカしたりしたと
きは症状などを担当にお知らせください。

４月から10月まで、県環境科学センターがテレホンサービ
スとインターネット（携帯電話、パソコン）で最新の情報を
提供しています。屋外でスポーツなどをする方は、携帯電話
などによるメーリングサービスの利用をお勧めします。登録
方法は下記アドレスから確認できます。
※本市の光化学スモッグ緊急時措置等発令地域は、平成22年
４月に北相地域から県央地域に変更されました。
○テレホンサービス �0463（24）3322
○携帯電話アドレス
URL http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/i/

○パソコンアドレス
URL http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/haturei/

○緊急情報メールいさま
URL http://telemo.info/cgi-bin/mytwn/myt_top.
cgi?gov_code=14216

担当 環境対策課 �046（252）8214 �046（257）7743

と　き
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市では、窓口や郵送で行っている市への各種申請や届出の一部を、イ
ンターネットを利用して休日や夜間でも自宅や職場のパソコンから手続
きをすることのできる電子申請・届出サービスを行っています。

①市ホームページ（URL http://www.city.zama.kanagawa.jp/）
の「お役立ちページ」【電子申請・届出】をクリック

②左側メニューから利用方法を確認
③電子申請で利用する利用者ＩＤを取得
（電子メールアドレスが必要）
④利用者ＩＤの登録通知が電子メールで届
く

⑤利用者ＩＤとパスワードを利用して申請・届出
⑥申請受領と完了の通知が電子メールで送られてくるので、利用者画面
で結果を確認

◆e-kanagawa コールセンター�0570（00）5353をご利用ください。
◆コールセンターの利用時間は午前９時～午後５時（土曜・日曜日、祝
日、年末年始を除く平日）です。

担当 電算システム課　�046（252）7233 �046（255）3550

※印の手続きには、本人であることを電子的に証明するために、電子証明書の発
行を受けた住民基本台帳カードと、ＩＣカードの読み込み装置（ＩＣカードリー
ダ）が必要です。 

　行政情報公開請求 

※住民票の写し交付申請 

※住民票記載事項証明書（定型）交付申請 

※付記転出届 

　印鑑登録証明書交付申請 

　粗大ごみ収集申込 

　し尿処理申込 

※小児医療証交付申請 

　小児医療証再交付申請 

　犬の死亡届 

　犬の届出事項変更届 

※介護保険要介護認定・要支援認定申請（更新のみ） 

　市営住宅長期不使用届 

　市営住宅退居届 

　水道使用開始届 

　水道使用中止届 

　給水装置用途変更届 

　消防訓練実施計画書 

　消防訓練実施結果報告書 

情報推進課 

 

戸籍住民課 
 

 

資源推進課 

清掃課 

 

保健医療課 
 

 

長寿介護課 

建築・住宅課 
 

 

水道業務課 

 

消防本部予防課 

 

手　　続　　名 担　当 

電子申請・届出サービスが利用できる手続き

平成22年度国民健康保険税納税通知書を６月中旬にお送りします。普
通徴収（納付書払い、口座振替）の方は１年間の保険税を６月から翌年
３月まで10回に分けて納めていただきます。
なお、地方税法の改正に伴い、保険税の限度額が、医療分については

47万円から50万円に、後期高齢者支援分が12万円から13万円に引き上げ
られます。限度額で課税される方には、ご負担をお願いすることになり
ます。
また、平成20年度医療制度改革に伴って改正された次の点については、

平成22年度も継続されます。
◆平成21年度の国民健康保険税を特別徴収（年金から差引き）で納めて
いただいた世帯については、世帯構成に変更がない限り、平成22年度
も特別徴収により納めていただくことになります。
※65歳未満の方が追加加入した場合などは普通徴収に変更されます。

◆平成21年度に特別徴収の要件（65歳以上の加入者のみで構成される世
帯であるなど）を満たした世帯は、納付方法が10月から特別徴収（年
金から差引き）になりますが、９月までは納付書を使って金融機関な
どでの窓口納付をお願いします。なお、現在口座振替をされている世
帯は特別徴収にはなりません。
※特別徴収（年金からの差引き）の停止を希望される方は、金融機関
で口座振替開始の申請をした後、７月26日（月）までに国保年金課へ
納付方法を特別徴収から口座振替に変更する申し出をして下さい。

担当 国保年金課 �046（252）7003 �046（252）7043

市では、資源物分別収集のほかに、子ども会、
自治会などを中心とした各団体の集団資源回収に
対して１キログラム当たり３円の奨励金を交付し
てごみの資源化を推奨しています。
昨年度（平成21年４月～平成22年３月）の回収

量（下表参照）は、合計で約1,302トン（前年度比
約183トン減）で、市が分別収集した資源物と合わ
せると１年間で約9,015トンを資源化したことにな
ります。今後もごみの減量や資源化にご協力ください。

担当 清掃課 �046（252）8724 �046（252）7641

　平成21年度集団資源回収品目別回収量・奨励金一覧表 

新　聞 845,430 2,536,290 
雑　誌 186,433 559,299 
ダンボール 191,940 575,820 
牛乳パック 21,187 63,561 
ウエス 28,343 85,029 
アルミ缶 26,234 78,702 
金物スチール 1,337 4,011 
生き瓶 928 2,784 
　合　計 1,301,832 3,905,496

区　分 回収量（キログラム） 奨励金（円） 

サービスを利用するには次の順番で

操作方法など分からないことがあるときは
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▽とき＝①６月１日（火）②11日（金）午後１時15分
～２時15分受け付け（時間厳守）▽ところ＝市民健康
センター▽対象＝①平成22年２月生まれ②平成22年３
月生まれ（対象者には個人通知します）と対象月に
受けられなかった６カ月未満児

▽内容＝身体測定と食事・発育状態・育児の相談▽
持ち物＝母子健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝６月30日（水）午後２時～３時30分（受け付
けは午後１時50分まで）▽ところ＝市民健康センター
▽内容＝新しい友達をつくりたい保護者のための教
室。赤ちゃんと楽しく遊ぶ▽対象＝３～４カ月児と
その保護者▽定員＝30人（申込順）▽持ち物＝母子健
康手帳、バスタオル▽申込方法＝電話で担当へ

▽とき＝６月24日（木）午前10時～
11時30分（受け付けは午前９時50分
まで）▽ところ＝市民健康センター
▽内容＝離乳食の作り方・すすめ方、
子どもの発達や予防接種について▽
対象＝おおむね５～６カ月児とその
保護者（これから離乳食を始める赤
ちゃん）▽定員＝30人（申込順）▽持ち物＝母子健康
手帳、ティースプーン▽申込方法＝電話で担当へ

▽ところ＝市民健康センター▽対象＝初産で妊娠20週
～31週の方と夫▽受講料＝500円（テキスト代）▽持
ち物＝母子健康手帳、筆記用具▽申込方法＝6月23日
（水）までに電話で担当へ

▽とき＝６月15日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成22年２月生まれ

市では、指定医療機関を定め、無料で健康診査を
実施しています。対象者には個人通知をしますので、
あらかじめ医療機関に電話連絡の上、母子健康手帳
をお持ちになり受診してください。

▽とき＝６月28日（月）午前９時15分～９時35分受け
付け▽ところ＝市民健康センター▽内容＝むし歯予
防について▽対象＝１歳～１歳１カ月児（第１子に
限る）▽定員＝30人（申込順）▽持ち物＝母子健康手
帳、歯ブラシ、コップ▽申込方法＝電話予約

◆内科▽ところ＝指定医療機関▽対
象＝平成20年11月生まれ
◆歯科▽とき＝６月９日、16日いずれ
も水曜日午前９時30分～10時30分▽と
ころ＝市民健康センター▽対象＝平成20年10月生まれ

▽とき＝６月23日（水）午後１時～２時受け付け▽と
ころ＝市民健康センター▽内容＝歯科健診、予防処
置と育児相談など（予防処置は希望者のみで有料）
▽対象＝平成20年５月生まれ▽持ち物＝母子健康手
帳、歯ブラシ▽申込方法＝直接会場へ
※事前通知はありませんのでご注意ください。

▽とき＝６月８日（火）午後１時～２時▽ところ＝
市民健康センター▽対象＝平成18年12月生まれ▽持ち
物＝母子健康手帳

▽とき＝６月10日（木）午前９時30分～11時、午後１
時～２時30分受け付け▽ところ＝市民健康センター▽
対象＝15歳以上▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝①６月21日（月）②23日（水）９時30分～10
時30分受け付け▽ところ＝①市民健康センター②ひば
りが丘コミュニティセンター▽内容＝身体測定、尿
検査、血圧測定、体脂肪測定と相談、禁煙相談（対
象は１ヶ月以内に禁煙を始めたい方。要予約）▽持
ち物＝健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝随時▽ところ＝市役所１階保健医療課▽内
容＝食事療法や健康全般についての栄養士・保健師
による相談▽持ち物＝健康手帳（お持ちでない方に
は当日発行）▽申込方法＝電話予約

◆夜　間 
診療科目 電話番号 診療場所 受付時間 

内　科 

外　科 
小児科 

（外科系を除く） 

消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

月曜～金曜日　　：午後７時～９時45分 
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時45分 

月曜～金曜日　　：午後７時～９時45分 
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時45分 

午後６時～10時（診療時間） 

 
�０４６（２５２）９０９０ 

 

 
�０４６（２５５）９９３３ 

◆深　夜 
診療科目 診療場所 診療時間 

小児科（外科系を除く） 

内科・外科 消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 

小児救急情報センター�０４６（２５５）９９３３でご確認ください。 午後10時～翌日午前７時（重病の場合は午前８時） 

午後10時～翌日午前８時 

※聴覚障害者専用問い合わせ先 �０４６（２５１）５２６３ 
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。 
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。 

受付時間 
◆休日（日曜日・祝日）昼間 

診療科目 電話番号 診療場所 
内　科 
歯　科 

耳鼻咽喉科 
外科・婦人科・眼科 

小児科 
（外科系を除く） 

相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野） 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

午前９時～11時45分、午後２時～４時45分 
午前９時～11時45分、午後２時～４時30分 
午前９時～11時30分、午後１時30分～４時30分 
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間） 

午前９時～11時45分、午後２時～４時45分 

�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５２）８２１７ 
�０４２（７５６）９０００ 

 

�０４６（２５５）９９３３ 

受付時間 

消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 

予救急診療　　※電話をかける場合は番号をお確かめの上、お間違えのないように！

予BCG接種

保育児相談

保なかよしベビークラス

保赤ちゃん教室

保４カ月児健康診査

保２歳児歯科健康診査

保３歳６カ月児健康診査

予結核検診

と　き と  こ  ろ 受付時間 
６月11日（金） 

　　18日（金） 
午前９時30分 
　～10時30分 

ひばりが丘南児童館 

市民健康センター 

歯周病の予防と早期発見の
ために、成人歯科健康診査を
次のとおり実施します。
○実施期間　６月１日（火）
～12月28日（火）
※受診は一人年１回です。

○内　容　歯の状況、歯周病、歯列、あご関節な
どの健診

○対　象　平成22年４月１日現在で40～70歳の方
（歯科治療中の方は除く）
○料　金　500円
○受診方法　協力医療機関（下表参照）に電話で
受診日時を予約後、受診券を持参して受診

※受診券は対象者へ５月上旬に送付しています。
※市民税非課税世帯員の方は受診料が無料になり
ますので、予約後に担当へ連絡をしてください。
※一定の障害があって後期高齢者医療制度（長寿
医療制度）に加入している65歳～70歳の方も受診
料が無料になりますので、受診時に保険証を持参
してください。

櫻田歯科医院 入谷1－413－1－102 �046（257）2088 

土屋歯科医院 入谷3－1650－2 �046（251）1566 

白風歯科医院 入谷4－1862－5 �046（298）3377 

片桐歯科医院 入谷4－1881－27 �046（253）1844 

山本歯科医院 入谷4－2419－33 �046（255）8286 

大山歯科医院 入谷4－2469－42 �046（256）5212 

みどりの森デンタルクリニック 入谷5－1780 �046（298）1118 

おおうち歯科医院 入谷5－1887－3　2階 �046（252）8211 

青根歯科医院 入谷5－6476 �046（251）2351 

たなか歯科医院 相模が丘1－21－50 �042（766）6618 

ワダ歯科医院 相模が丘２－47－1 �046（266）3535 

さがみが丘歯科医院 相模が丘4－7－6 �046（254）3321 

金井歯科医院 相模が丘4－23－11 �046（255）2020 

レオ歯科医院 相模が丘4－26－7 �046（252）0323 

小島歯科医院 相模が丘5－5－3　2階 �042（746）2090 

菅谷歯科医院 相模が丘5－11－23 �042（742）8848 

あおば歯科医院 相模が丘5－42－10－101 �042（743）7774 

アベニューすずき歯科医院 さがみ野2－2－27　2階 �046（256）9911 

木下歯科医院 さがみ野2－5－15　2階 �046（255）3911 

永野歯科医院 さがみ野2－11－11－202 �046（251）8202 

菊田歯科 さがみ野3－1－12 �046（256）0100 

座間歯科医院 座間1－3120－4 �046（251）2265 

愛恵歯科医院 相武台1－4498－1 �046（254）5544 

山本歯科医院 相武台1－4507 �046（256）5232 

むとう歯科医院 相武台2－119－113 �046（257）8201 

青山歯科医院 相武台3－4731－1　2階 �046（256）6033 

渡辺歯科医院 相武台 3－4742－1－201 �046（256）2655 

佐藤歯科医院 相武台4－4528－12 �046（255）3385 

竹川歯科医院 立野台1－12－9 �046（252）5003 

稲井歯科医院 立野台3－24－1 �046（256）8550 

米澤歯科医院 立野台3－3－21 �046（251）3551 

川口歯科医院 東原5－3－55 �046（255）0282 

こばやし歯科クリニック ひばりが丘1－30－1 �046（251）8241 

はまさき歯科医院 ひばりが丘4－8－1－123 �046（254）8622 

小峰歯科医院 ひばりが丘5－47－19 �046（257）0555 

グリーンヒルデンタルクリニック 緑ケ丘2－1－31 �046（252）2730 

浅野歯科医院 緑ケ丘5－6－16 �046（251）4605 

片野歯科クリニック 緑ケ丘6－12－12 �046（256）5611

医療機関名 所在地 電　話 

担当 保健医療課
�046（252）7225 �046（252）7043

保１歳児歯っぴいバースデー（むし歯予防）教室

保１歳６カ月児健康診査

保健康相談

保個別健康相談

保母親父親教室
と　き 内　容 

６月30日（水） 

７月２日（金） 

　　９日（金） 

　　10日（土） 

妊娠中の生活、赤ちゃんと 
の触れ合い体験 
産後の過ごし方と赤ちゃんの 
世話、骨密度測定、栄養の話 
歯の話、妊婦体操、お産の 
流れと呼吸法 

午前９時30分 
　～11時45分 

午後２時 
　～３時40分 

午後２時 
　～４時 

赤ちゃんの沐浴、妊婦疑似 
体験、これからに向けて 

もくよく 

保８～10カ月児健康診査
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円
で
す
。
た
だ
し
、
実
際
に
納

付
す
る
保
険
料
は
、
こ
の
基
準

額
を
基
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得

段
階
に
応
じ
た
十
段
階
の
額
と

な
り
ま
す
（
表
１
参
照
）。

な
お
、
保
険
料
年
額
は
、
六

月
に
お
送
り
す
る
介
護
保
険
料

決
定
通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。介

護
保
険
料
の
納
付
方
法

は
、
普
通
徴
収
と
特
別
徴
収
の

二
通
り
が
あ
り
ま
す
。
普
通
徴

収
は
、
市
か
ら
お
送
り
す
る
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
、
一

年
分
を
十
回
に
分
け
て
六
月
か

ら
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

対
象
は
、
年
度
の
途
中
で
六
十

五
歳
以
上
に
な
ら
れ
た
方
、
転

入
さ
れ
た
方
、
年
金
を
受
給
さ

れ
て
い
な
い
方
、
年
金
の
年
間

受
給
額
が
十
八
万
円
未
満
の
方

平
成
二
十
二
年
度
は
、
第
四

期
介
護
保
険
事
業
計
画
（
平
成

二
十
一
〜
二
十
三
年
度
）
の
二

年
目
に
当
た
り
ま
す
。市
で
は
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
と
利

用
料
の
増
加
を
考
慮
し
、
今
後

も
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
目

指
し
ま
す
。

市
内
在
住
の
六
十
五
歳
以
上

の
方
（
第
一
号
被
保
険
者
）
が

納
付
す
る
二
十
二
年
度
の
保
険

料
基
準
額
は
三
千
四
百
八
十
六

し
引
き
で
納
付
し
ま
す
。
対
象

は
、
年
金
の
年
間
受
給
額
が
十

八
万
円
以
上
の
方
で
す
。

【
特
別
徴
収
の
方
へ
「
仮
徴
収
」

の
お
知
ら
せ
】

介
護
保
険
料
は
、
所
得
段
階

別
に
設
定
さ
れ
る
た
め
、
平
成

で
す
。

特
別
徴
収
は
、
年
金
か
ら
差

四
、
六
、
八
月
支
給
の
年
金
か

ら
「
仮
徴
収
」
と
し
て
差
し
引

き
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
十
月
以
降
は
、
年
額
保
険

料
か
ら
仮
徴
収
の
合
計
額
を
引

い
た
金
額
を
「
本
徴
収
」
と
し

て
十
、
十
二
、
二
月
支
給
の
年

金
か
ら
差
し
引
き
ま
す
（
表
２

参
照
）。

市
で
は
、
介
護
保
険
料
が
第

１
段
階
（
生
活
保
護
受
給
者
を

二
十
二
年
度
の
保
険
料
の
金
額

は
、
昨
年
度
の
所
得
が
決
定
す

る
六
月
以
降
に
算
定
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、
二
十
二
年
度
が
特

別
徴
収
の
方
に
つ
い
て
は
、
二

月
に
年
金
か
ら
差
し
引
か
せ
て

い
た
だ
い
た
金
額
と
同
じ
額
を

介
護
保
険
三
施
設
（
介
護
老

人
福
祉
施
設
・
介
護
老
人
保
健

施
設
・
介
護
療
養
型
医
療
施

設
）
を
利
用
す
る
場
合
（
シ
ョ

ー
ト
ス
テ
イ
を
含
む
）
の
食
費

と
居
住
費
に
つ
い
て
は
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
が
、
生
活
保
護

受
給
者
な
ど
や
世
帯
全
員
が
市

民
税
非
課
税
の
方
は
、
市
へ
申

請
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
介

護
保
険
負
担
限
度
認
定
証
」
が

交
付
さ
れ
、
食
費
と
居
住
費
の

負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
申
請
は
随
時
受
け
付

け
て
お
り
ま
す
が
、
認
定
証
の

適
用
は
申
請
し
た
月
の
初
日
か

ら
に
な
り
ま
す
。
有
効
期
限
は

毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
で
す
。

ま
た
、
申
請
は
毎
年
必
要
に
な

り
ま
す
。
現
在
認
定
を
受
け
て

い
る
方
で
、
七
月
以
降
も
対
象

と
な
る
方
に
は
、
六
月
中
に
更

新
の
お
知
ら
せ
を
お
送
り
し
ま

す
の
で
、
同
封
の
申
請
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

除
く
）
か
ら
第
３
段
階
ま
で
の

方
（
六
月
中
旬
に
送
付
す
る

「
平
成
二
十
二
年
度
介
護
保
険

料
額
決
定
通
知
書
」
の
保
険
料

所
得
段
階
を
参
照
）
の
う
ち
、

生
活
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら

れ
た
方
の
介
護
保
険
料
を
減
免

す
る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

減
免
の
対
象
と
な
る
方
は
、

平
成
二
十
一
年
中
の
収
入
が

「
生
活
保
護
基
準
以
下
」
で
あ

る
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
減

免
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
本
年
度
分
に
つ
い
て

は
、
六
月
三
十
日
（
水
）
ま
で

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
減
免
の
申
請
は
七
月

以
降
も
随
時
受
け
付
け
ま
す

が
、
そ
の
場
合
減
免
の
期
間
は

当
該
申
請
が
あ
っ
た
日
の
属
す

る
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

介
護
が
必
要
な
方
を
社
会
全
体
で
支
え
る
介
護
保
険
制

度
に
お
け
る
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

担
当

長
寿
介
護
課
　
�
０
４
６（
２
５
２
）
７
７
１
９

�
０
４
６（
２
５
２
）
８
２
３
８
　

表１　所得段階一覧 （10円未満切り捨て。基準額は3,486円）

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世
帯全員が市民税非課税の方 
世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合
計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
の方 
世帯全員が市民税非課税で、第２段階に該当しな
い方 
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は
市民税非課税の方（本人の前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円以下の方） 
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は
市民税非課税で、上記に該当しない方 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 
200万円未満の方 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 
200万円以上300万円未満の方 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 
300万円以上400万円未満の方 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 
400万円以上600万円未満の方 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 
600万円以上800万円未満の方 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 
800万円以上の方 

第１段階 
 

第２段階 
 
 

第３段階 
 
 
 

第４段階
 

 
 

第５段階 
 

第６段階 
 

第７段階 
 

第８段階 
 

第９段階 
 

第10段階 

基準額×0.48 
 

基準額×0.50 
 
 
基準額×0.70 
 
 
基準額×0.85

 
 
基準額×1.00 
 
基準額×1.25 
 
基準額×1.50 
 
基準額×1.60 
 
基準額×1.70 
 
基準額×1.80 
 
基準額×1.90

20,070円 
 

20,910円 
 
 

29,280円 
 
 

35,550円 

 
41,830円 

 
52,290円 

 
62,740円 

 
66,930円 

 
71,110円 

 
75,290円 

 
79,480円 

保険料段階 所　得　区　分 保険料率 年額保険料 

表２　特別徴収の仮徴収と本徴収 

22年度 

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月 

21年度２月と同額 

仮徴収 本徴収 

年額保険料から 
仮徴収額を引いた金額 

市
で
は
、
高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
住
み
慣
れ
た
環
境
で
元
気
に
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
介
護
予
防
の
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。「
自

分
は
ま
だ
ま
だ
元
気
」「
年
齢
よ
り
は
若
い
ほ
う
だ
」
と
思
わ
れ
て
い
る
方
も

油
断
は
禁
物
で
す
。

寝
た
き
り
へ
の
き
っ
か
け
は
、
け
が
や
病
気
な
ど
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
多
い

も
の
で
す
。
皆
さ
ん
も
、
日
ご
ろ
か
ら
自
分
の
心
と
体
の
状
態
に
き
ち
ん
と
向

き
合
い
、
生
活
機
能
の
低
下
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

担
当

長
寿
介
護
課
　
�
０
４
６（
２
５
２
）７
０
８
４

�
０
４
６（
２
５
２
）８
２
３
８

介
護
予
防
と
は
、
介
護
が
必

要
な
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
と
、
介
護
を
受
け
て

い
る
状
態
を
悪
化
さ
せ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
す
。ま
た
介
護
予
防
は
、

介
護
保
険
の
「
要
支
援
１
」

「
要
支
援
２
」
の
方
の
た
め
の

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
と
、
地
域

支
援
事
業
に
お
け
る
介
護
予
防

事
業
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
、

市
か
ら
対
象
者
に
誕
生
月
の
翌

月
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
六
十
五
歳
以
上
の
方
（
要

支
援
・
要
介
護
者
を
除
く
）
を

の
実
情
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス

を
、
次
の
と
お
り
実
施
し
て
い

ま
す
。

ご
利
用
に
つ
い
て
は
、
担
当

ま
た
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〈
要
介
護
高
齢
者
介
護
手
当
支

対
象
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
形
式
で

簡
単
な
質
問
に
答
え
て
い
た
だ

き
、
生
活
機
能
に
低
下
が
見
ら

れ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
も

の
で
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
、
生
活

機
能
の
低
下
が
疑
わ
れ
る
方
に

は
、
市
指
定
の
医
療
機
関
で
生

活
機
能
検
査
を
受
け
て
い
た
だ

き
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

職
員
が
訪
問
の
上
、
そ
の
方
に

適
し
た
介
護
予
防
事
業
へ
の
参

加
を
お
勧
め
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
担
当
か
、
お
近

く
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

市
で
は
、
高
齢
者
の
総
合
相

談
窓
口
と
し
て
市
内
に
四
カ
所

の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を

設
置
し
て
い
ま
す
（
下
図
参

照
）。
同
セ
ン
タ
ー
で
は
、
高

給
事
業
〉

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
要

介
護
４
ま
た
は
５
に
相
当
す
る

在
宅
の
高
齢
者
の
う
ち
、
過
去

一
年
間
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
な
か
っ
た
方
（
年
間
一
週

間
程
度
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
は

可
）
を
介
護
し
て
い
る
家
族
に

対
し
、
年
額
十
万
円
を
支
給
し

齢
者
の
健
康
や
介
護
、
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に
、

介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成

や
、
高
齢
者
の
権
利
擁
護
や
虐

待
防
止
な
ど
の
相
談
業
務
も
実

施
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
生
活
機
能
評
価
で

介
護
予
防
事
業
へ
の
参
加
が
望

ま
し
い
と
さ
れ
た
方
を
対
象
に

次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

〈
筋
力
向
上
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

（
パ
ワ
ー
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
）〉理学

療
法
士
、
作
業
療
法
士

ま
す
。

〈
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
〉

食
生
活
の
維
持
向
上
の
支
援

と
健
康
保
持
、
安
否
確
認
を
す

る
た
め
に
実
施
し
ま
す
。
対
象

は
、
六
十
五
歳
以
上
の
一
人
暮

ら
し
の
方
や
六
十
五
歳
以
上
の

方
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
世

な
ど
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
個
人

の
能
力
に
応
じ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
作
成
し
、
六
台
の
専
用
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
機
器
を
使
用
し
て
心

身
の
機
能
向
上
を
図
り
ま
す
。

市
民
健
康
セ
ン
タ
ー
で
週
二
回

三
カ
月
間
を
一
区
切
り
と
し
て

行
い
ま
す
。

※
送
迎
あ
り
。

〈
い
き
い
き
運
動
教
室
〉

加
齢
に
伴
う
骨
や
関
節
な
ど

運
動
器
の
機
能
低
下
の
予
防
や

向
上
を
図
る
た
め
、
理
学
療
法

士
な
ど
が
ス
ト
レ
ッ
チ
運
動
・

バ
ラ
ン
ス
運
動
・
筋
力
運
動
を

指
導
す
る
講
座
で
す
。
ま
た
、

対
象
者
自
身
の
生
活
に
運
動
を

取
り
入
れ
て
、
活
動
的
な
日
常

生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
支
援
し

ま
す
。
週
一
回
三
カ
月
間
を
一

区
切
り
と
し
て
、
市
民
健
康
セ

ン
タ
ー
な
ど
で
実
施
し
ま
す
。

※
送
迎
あ
り
。

〈
お
い
し
く
食
べ
よ
う
健
口

け
ん
こ
う

教

室
（
栄
養
改
善
と
口
腔

こ
う
く
う
ケ
ア
の

教
室
）〉

お
い
し
く
食
べ
る
こ
と
を
目

標
に
、
管
理
栄
養
士
、
歯
科
衛

生
士
な
ど
が
食
生
活
や
口
腔
ケ

ア
に
つ
い
て
助
言
し
ま
す
。
市

民
健
康
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
、

三
カ
月
間
で
全
十
回
実
施
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

※
送
迎
あ
り
。

〈
栄
養
改
善
訪
問
〉

低
栄
養
状
態
の
高
齢
者
に
対

し
、
管
理
栄
養
士
が
ご
自
宅
を

訪
問
し
、
食
事
内
容
や
食
材
の

工
夫
な
ど
の
栄
養
相
談
を
実
施

し
ま
す
。

〈
口
腔

こ
う
く
う
ケ
ア
訪
問
〉

健
全
な
食
生
活
を
確
保
す
る

た
め
に
、
歯
科
衛
生
士
な
ど
が

ご
自
宅
を
訪
問
し
、
口
腔
機
能

や
嚥
下

え
ん
げ

機
能
の
向
上
の
た
め
の

相
談
・
助
言
を
行
い
ま
す
。

介
護
予
防
以
外
に
も
、
地
域

帯
の
方
、
身
体

し
ん
た
い
に
障
害
の
あ
る

方
な
ど
で
、
こ
れ
を
理
由
に
虚

弱
で
食
事
の
支
度
を
す
る
こ
と

が
困
難
な
方
で
す
。
食
生
活
な

ど
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、

月
曜
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
夕
食

の
う
ち
、
必
要
と
な
る
回
数
分

を
お
届
け
し
ま
す
。
な
お
、
利

用
者
負
担
は
一
食
四
百
五
十
円

で
す
。

〈
お
む
つ
等
給
付
事
業
〉

高
齢
者
と
そ
の
介
護
者
の
経

済
的
、
身
体
的
負
担
の
軽
減
と
、

要
介
護
高
齢
者
の
在
宅
生
活
の

継
続
と
向
上
を
図
る
た
め
に
、

お
む
つ
や
尿
取
り
パ
ッ
ド
を
年

六
回
（
五
月
・
七
月
・
九
月
・

十
一
月
・
一
月
・
三
月
）
給
付

し
ま
す
。

対
象
は
、
市
内
に
住
所
を
有

す
る
要
介
護
４
ま
た
は
５
と
認

定
さ
れ
た
常
時
お
む
つ
を
必
要

と
す
る
方
な
ど
で
す
。申
請
は
、

現
在
、
在
宅
で
介
護
し
て
い
る

家
族
が
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
一

人
一
回
六
千
円
（
年
間
三
万
六

千
円
）
を
上
限
と
し
て
お
む
つ

を
給
付
し
ま
す
が
、
世
帯
の
課

小田急相模原駅 

北地区 
文化センター 

北出張所 

老健さがみ 

小田急小田原線 小田急小田原線 

相模台地域 
包括支援センター 

小田急小田原線 小田急小田原線 
相武台前駅 

相武台幼稚園 

相武台 
コミュニティ 
センター 

相
武
台 

東
小
学
校 

ベ
ル
ホ
ー
ム 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

小田急小田原線 小田急小田原線 

相武台前駅 

座間中学校 

市役所 

サニープレイス 
座間 

座間市社協 
地域包括支援センター 

地域包括支援センター 
第二座間苑 

新田宿南バス停 

国
道
246
号
線 

海老名 
ハイツ 

ちぐさ 
保育園 
ちぐさ 
保育園 

中古車中古車 
販売販売 

ケアセンター座間苑 
特別養護老人ホーム 
座間苑 

入谷駅 

JR相模線 

至 厚木 

中古車 
販売 

至 厚木 

至 橋本 

座間警察署 

ピアゴ 

表１ 地域包括支援センター 

事業所名 

所在地 

TEL・ 

FAX

担当地域 

相模台地域包括支援センター 
ベルホーム 

地域包括支援センター 

座間市社協 

地域包括支援センター 

地域包括支援センター 

第二座間苑 

相模が丘６ー27ー９ 

相模が丘、広野台、小松原 

�046（266）5222 

�046（256）0650

栗原、相武台、ひばりが丘、東原 

�046（258）2030 

�046（257）1803

緑ケ丘、立野台、栗原中央、 
南栗原、西栗原、さがみ野 

�046（266）2005 

�046（266）2009

新田宿、四ツ谷、座間、明王、入谷 

�046（256）9007 

�046（251）8383

栗原1261ー１ 緑ケ丘１ー２ー１ 新田宿623

※地域包括支援センターの業務時間は、午前８時30分から午後５時までです。 

〈
５
面
に
続
く
〉

写真はイメージです。

〈
４
面
か
ら
続
く
〉

税
状
況
に
応
じ
て
、
一
部
利
用

者
の
負
担
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。
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住宅火災を早期に発見し、逃げ遅れによる死傷
者を減らすため、「住宅用火災警報器」の設置が
消防法によってすべての住宅に義務付けられまし
た。新築住宅については既に設置が義務付けられ、
既存住宅については平成23年６月１日から設置が
義務付けられますので、それまでに必ず設置して
ください。
警報器を壁や天井に取り付けることで、火災の

初期に発生する熱や煙を感知し、警報音や音声によりわたしたちに火災を
知らせ、被害を未然に防いだり最小限にしたりすることができますので、
早期の設置をお願いしています。設置基準など詳しくは担当にお問い合わ
せください。
なお、警報器の設置の義務化に伴い、高額な値段で販売や取り付けをす

る悪質な訪問販売が行われる可能性があります。消防署職員や市職員が、
皆さんのお宅を訪問し警報器を販売することはありません。不審に感じた
ときは、担当または市消費生活センターにご相談ください（下記参照）。
※住宅用火災警報器は消防用設備取扱専門店のほか、一部電気店やホーム
センターなどでも販売しています。
※住宅用火災警報器を適正に設置した場合、各保険会社の火災保険などの
割引や助成の対象となる場合があります。詳しくは各保険会社にお問い合
わせください。
担当 予防課　�046（256）2187 �046（256）3225

〈設置基準については〉
○市消防本部 �046（256）2211
【受付時間】午前８時30分～午後５時（土曜・日曜日、祝日含む）

〈訪問販売などで不審に感じたら〉
○市消費生活センター �046（252）8490
※取扱専門店や給付・助成の案内はしていません。
【受付時間】毎週月曜～金曜日午前９時30分～正午、午後１時～３
時30分（偶数月の第２水曜日は午後のみ）

危険物安全週間は、危険物を取り扱う事業所をはじめ、皆さんが危険物
の危険性について再認識と理解を深めるために設けられています。
身近なものでは灯油やガソリンなどが危険物の対象に当たります。最近

ではセルフサービスのガソリンスタンドで静電気による火災が発生してい
ます。これら危険物を取り扱う際は十分注意しましょう。

担当 予防課 �046（256）2187 �046（256）3225

平成21年６月１日から、消防法が改正され、一定の大規模・高層建築物
などについては、本講習の修了者を統括管理者および本部隊の各班の班長
として配置した自衛消防組織の設置が義務づけられました。
○と　き　７月29日（木）、30日（金）午前８時

30分～午後５時
○ところ　県消防学校（厚木市下津古久）
○定　員　45人（申込順）
○受講料　４万円
○申込方法　担当に備え付けの申請書に必要事
項を記入し、申請書記載の提出先へ

担当 予防課 �046（256）2187 �046（256）3225

○と　き　６月20日（日）午後１時30分～４時30分（午後１時15分から受
け付け）

○ところ　市消防本部会議室
○内　容　応急手当の重要性、人工呼吸、心臓マッサ
ージ、自動体外式除細動器（AED）の使用、大出
血時の止血法習得

○持ち物　筆記用具
○定　員　20人（申込順）
○申込方法　電話で担当へ
担当 消防管理課 �046（256）2211 �046（256）2215

消防団員として５年以上勤続され、退団された方に感謝状を贈呈してい
ます。５月８日の贈呈式では、永年にわたる消防団活動の功績に対し、市
長から鈴野俊夫さんのほか12人の方々に感謝状が贈られました。
担当 消防総務課 �046（256）2211 �046（256）2215

去る５月８日、消防団活
動に積極的に協力している
市内の22事業所に対して、
市長から表示証が交付され
ました（下表参照）。
この表示証は、消防団協

力事業所表示制度に基づき
交付されるもので、従業員
が消防団への入団や、消防
団活動をしやすい環境作
り、消防団活動を行うことに対して昇進や昇給などで不利に扱わないよう
にしている場合や、勤務時間中に消防団活動（出動・訓練）を行った場合
に賃金をカットしないなどの配慮をしている条件をいずれも満たした事業
所に対して交付しているものです。
市では、平成21年10月１日にも鈴野造園土木に対して交付しており、今

回の交付事業所を合わせると、23事業所が交付を受けたことになります。
※表示有効期間は２年間で、２年を超えようとする場合は、事業所などの
協力内容に変更がなく、引き続き表示証の表示を希望すれば、認定および
表示の更新ができます。

担当 消防総務課　�046（256）2211 �046（256）2215

消防団協力事業所表示証　交付一覧 
 No. 事　業　所　名 代表者名 住　　所 
 １ �かおる建設工業 芥川　薫 新田宿491－8 
 ２ リペアハウスアソウ 麻生雄一郎 座間1－2095 
 ３ 松村製綿� 松村剛男 座間1－4191－2 
 ４ �文教堂印刷 鈴木文也 座間1－3145 
 ５ �双和 細沼和子 明王3－8 
 ６ インテリア芝本 芝本知一 相模が丘5－41－62 
 ７ 京免塗装店 京免康彦 立野台3－15－1 
 ８ �山田工務店 山田　榮 栗原中央3－27－6 
 ９ �多賀塗装 多賀秀満 東原2－13－24 
 10 �三寶天壽企画 溝渕信一 立野台2－21－9 
 11 �木村畳店 木村勝太郎 さがみ野2－6－9 
 12 �大矢組 大矢信夫 さがみ野3－3－19 
 13 �大川瓦店 大川芳英 ひばりが丘5－36－7 
 14 �ブロッサム 安川吉弘 ひばりが丘2－15－25 
 15 ミートショップのニッパイ 戸津信太郎 相武台3－4851－10 
 16 マツモト電気 松本修二 相武台3－4877－13 
 17 �座間タイヤ商会 日向　喬 相武台1－4837－12 
 18 �升屋商店 松橋淳郎 相武台4－4745－3 
 19 サイクルショップムラオカ 村岡利美 相模が丘4－23－21 
 20 学校法人小多喜学園　座間孝道幼稚園 小多喜孝道 相模が丘3－66－29 
 21 �ヒダ塗料 樋田留夫 相模が丘4－24－2 
 22 信濃 畔上トキエ 相模が丘3－71－4
※順不同 ※順不同 

（敬称略） 

平成17年以降、日本脳炎の予防接種について、市は積極的な接種のお
勧めは控えていました。しかし、昨年承認された新しいワクチンの使用
の検討を厚生労働省で重ねた結果、１期（３歳以上７歳６カ月未満）対
象者への無料接種のお勧めを再開することになりました。
７歳６カ月以上のお子さんへの接種は、有料になります（今後の方針

は厚生労働省で検討中です）。また、２期（９歳（小学４年生）以上13歳
未満）のお子さんについては、安全性を確認中のため、現在無料の接種
はありません。
今年度は、３歳のお子さんへ積極的にお勧めすることになっています

が、そのほかの年齢のお子さんも希望があれば予防接種を取り扱う市指
定医療機関で接種が可能です。
※ワクチンの在庫状況により、希望者が集中した際は接種をお待ちいた
ただく場合があります。
担当 保健医療課　�046（252）7213 �046（252）7043

『危険物　事故は瞬間　無事故は習慣』

住宅用火災警報器の設置に伴う電話相談

推進標語



からの申込も可能です（事前に受講登録番号の取得が必要）。
○交　通　駐車場は用意していませんので、公共交通機関をご利用ください。
○申込締切 ６月14日（月）〈必着〉
○受講者の決定 多数抽選
※申込者全員に封書で結果
をお知らせします。
※受講決定者には、納付書
を同封します。指定された
納期限までに受講料を納め
てください。

○問い合せ先 さがまちコン
ソーシアム事務局内　市民
大学担当　�042（703）8550
（月曜～金曜日午前９時～
午後５時）

担当 生涯学習推進課
�046（252）8472
�046（252）4311
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平成22年度【前期】市民大学開設一覧 
相模女子大学コース 相模原市南区文京２－１－１ 

1,000円 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

皮膚の老化エビデンスで 
予防－健康は肌から－ 
（全６回） 

80人 
７月３日～９月11日（７月24日、８
月を除く毎週土曜日） 
午後１時30分～３時 

1,000円 
プッチーニ：オペラの 
心理劇（全５回） 

80人 ８月23日（月）～８月27日（金） 
午前10時～11時30分 

1,000円 
（別途教材費 

2,000円） 

中・高齢期の健康を維持する 
ための実践実習（全３回、 
全て出席できる方） 

50人 ９月３日～17日（毎週金曜日） 
午前10時～午後０時30分 

1,000円 
Effective Approaches  
to Mastering English 
（全６回） 

80人 ９月22日～10月27日（毎週水曜日） 
午後６時30分～８時 

麻布大学コース 相模原市中央区淵野辺１－17－71

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

※車での来校はご遠慮ください。 

1,000円 
生命現象のふしぎ 
～ミクロからマクロへ～ 
（全５回） 

50人 
７月28日～９月１日（８月11日を除
く毎週水曜日） 
午後７時～８時30分 

職業能力開発総合大学校コース 相模原市緑区橋本台４－１－１ 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

※就職支援ガイダンスは、再就職活動中の方、または活動予定の方のみです。 

1,000円 
身の回りの電気の安全と 
仕組み（全４回） 

15人 
９月１日～22日（毎週水曜日） 
午後６時30分～８時 

1,000円 
チャレンジ!!デジタルな 
「ものづくり」（全４回） 

10人 
９月７日～28日（毎週火曜日） 
午後６時30分～８時 

1,000円 
就職支援ガイダンス 
～自分の強み再発見!講座～ 
（全２回） 

20人 
９月16日（木）、17日（金） 
午前９時30分～午後０時30分 

1,500円 
（別途教材費 
3,500円） 

1,500円 
（別途教材費 
1,500円） 

女子美術大学コース 相模原市南区麻溝台1900

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

リトグラフ（全５回） 15人 

15人 
テキスタイル・布素材を 
編んで、オリジナルのかご 
やバックを制作（全４回） 

７月24日（土）・26日（月）・27日（火）・
29日（木）・30日（金） 
午前10時～午後４時 

９月４日～25日（毎週土曜日） 
午後１時30分～４時30分 

北里大学コース 相模原市南区北里１－15－１ 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

舞台裏がみえる 
芸術鑑賞教室（全12回） 

200人 1,500円 

1,500円 
（別途教材費 

500円） 

９月14日～12月７日（11月23日を除
く毎週火曜日） 
午後２時～３時30分 

暮らしに役立つ 
医療の知識（全８回） 

150人 
９月１日～10月20日（毎週水曜日） 
午後１時30分～３時 

健康で豊かな人生の 
ための基礎知識（全８回） 

150人 
1,500円 

（別途教材費 
500円） 

９月２日～10月28日（９月23日を除
く毎週木曜日） 
午後１時30分～３時 

総合電子専門学校コース 相模原市南区上鶴間本町３－18－27
講　座　名 期　　間 定員 受講料 

※講座で使用したデータを持ち帰りたい方は、USBフラッシュメモリなどの記憶
媒体をご用意ください。 

Windowsしか知らないあなたに 
送る無料ソフトの世界 
（全４回、全て出席できる方） 

20人 
1,500円 

（別途資料代 
500円） 

８月３日（火）～６日（金） 
午前９時～正午 

帝京大学コース 相模原市緑区寸沢嵐1091－１ 
講　座　名 期　　間 定員 受講料 

健康に過ごすための 
基礎知識（全３回） 

80人 1,000円 

※薬や病気に関する個人的な相談や、健康相談には応じることはできません。 
※会場は「ソレイユさがみ」（橋本駅前）になります。 

９月11日～25日（毎週土曜日） 
午後２時～３時（25日のみ午前10時
30分～11時30分） 

多摩美術大学コース 八王子市鑓水２－1723
講　座　名 期　　間 定員 受講料 

水墨画入門（全５回） 20人 1,500円 

※次の持ち物については各自で用意してください。 
▽筆＝水墨用（大、中、小の三本が最低必要です） 
▽和紙＝画仙紙、水墨画用紙など。大きさはF６程度（最終日は、はがき大の用
紙が必要） 

▽墨＝墨もしくは墨汁（墨には硯が必要です） 
▽下敷＝F８以上。白系のものが好ましいです 
▽皿＝水入れとして使用。小皿３枚以上（白地のもの） 
▽その他＝筆ふき用のぞうきんを持参。汚れてもよい服装かエプロン持参 

※会場は「ソレイユさがみ」（橋本駅前）になります。 

７月６日～８月３日（毎週火曜日） 
午後２時～４時 

※中級レベルの方対象。車での来校はご遠慮ください。 

７月６日、20日、９月７日、21日（い
ずれも火曜日）午後６時～７時30分 

サレジオ工業高等専門学校コース 町田市小山ヶ丘４－６－８ 
講　座　名 期　　間 定員 受講料 

Active English  
in the News（全４回） 

16人 1,000円 

※会場は「ソレイユさがみ」（橋本駅前）になります。軽度な運動が可能な方を
対象としています。車での来校はご遠慮ください。 

９月25日（土）、10月２日（土） 
午前９時～午後０時30分 

玉川大学コース 町田市玉川学園６－１－１ 
講　座　名 期　　間 定員 受講料 

「あそびニケーション」 
～玉川アドベンチャー 
プログラムを通して～ 
（全２回） 

12人 1,000円 

東京家政学院大学コース 町田市相原町2600
講　座　名 期　　間 定員 受講料 

健康講座『長寿をめざす 
生活習慣』（全４回） 

50人 1,000円 

※会場は「ソレイユさがみ」（橋本駅前）になります。 

９月11日～10月２日（毎週土曜日） 
午前10時～11時30分 

和泉短期大学コース 相模原市中央区青葉２－２－１ 

講　座　名 期　　間 定員 受講料 

「完璧な親はいない」 
－そのままで子育てしよう－ 
（全６回、原則として 
全て出席できる方） 

９月30日～11月４日（毎週木曜日） 
午前10時～正午 

15人 
1,500円 

（別途資料代 
500円） 

※保育あり（子ども連れでの受講不可）。 

ぺき 

市教育委員会と相模原市教育委員会では、17大学・専門学校の協力により、市民
大学を開講します。市民大学では、大学・専門学校のキャンパスや公共施設で教
授・講師陣の講義を受けることができます。
今年の前期プログラムは下表のとおりです。詳しい内容は、市役所と市内公共施

設に備え付けの「市民大学講義案内」をご覧ください。
なお、後期プログラムについては、本紙９月１日号での掲載を予定しています。

○対　象　座間市と相模原市在住・在勤・在学の15歳以上の方
○受講数　全コース（学校）から自由に選択
※受講数の制限はありません。

○受講料　有料（１講座1,000円または1,500円）
※このほか、資料代、教材費などが必要な講座があります。

○申込方法　官製はがき、または講義案内に添付の専用はがきに、右記の記入例を
参考にして必要事項を記入の上、担当へ郵送
※１講座につき１枚のはがきでお申込みください。
※市民大学ホームページ（http://sagamachi.jp/manabi/shimin-daigaku/）

受講申し込みはがき記入事項

相
模
原
市
南
区
文
京
二
ー
一
ー
一

さ
が
ま
ち
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
事
務
局
内

市
民
大
学
担
当
　
宛

（表面）

市民大学申し込み

１．コース名（学校名）
２．講座名
３．受講登録番号
４．氏名・ふりがな
５．性別
６．生年月日（大正・昭和・

平成で表記）
７．郵便番号・住所
８．電話番号

※市内在勤・在学者は、会社
（事業所）や学校などの名称・
所在地・電話番号も記入して
ください。

（裏面）

〒２５２－０３８３
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男女共同参画週間に先がけ、ワー
ク・ライフ・バランスに関するパネ
ル展を開催します。
○と　き　６月11日（金）までの午
前８時30分～午後５時15分（土
曜・日曜日を除く）

○ところ　市役所１階市民ホール
担当 市民人権課
�046（252）8483 �046（252）0220

子ども手当の受給者は、毎年６月
中に現況届を提出することになって
います。現況届の提出が必要な方に
は６月中旬に現況届の用紙を発送し
ますので、必ず手続きをしてくださ
い。現況届が提出されない場合は、
６月分以降の手当が支給停止になり
ます。
○受付期限　６月30日（水）（土
曜・日曜日を除く。ただし、12日
と26日は午前中のみ受け付け）

○受付場所　市役所１階子育て支援
課

担当 子育て支援課
�046（252）7201 �046（252）7043

○応募資格　①市内在住・在勤世帯
②世帯の月の所得額が基準額（一
般世帯＝15万8,000円、高齢者・
障害者世帯など＝21万4,000円）
以下③市税を滞納していないほか

○応募方法　所定の申込書に必要事
項を記入し、６月21日（月）～７
月２日（金）（土曜・日曜日を除
く）に本人または同居の家族が直
接担当に持参

※申込書と募集のしおりは、市役所
４階建築・住宅課、市役所１階市民
情報コーナー、各出張所で６月14日
（月）から配布します。
担当 建築・住宅課
�046（252）7032 �046（255）3550

○と　き　①６月19日（土）～30日
（水）午前９時～午後５時（30日
は午後４時まで）②６月18日（金）
～７月７日（水）午前９時～午後
５時（土曜・日曜日を除く）

○ところ　①市役所５階５-２・３
会議室（６月29日、30日のみ図書
館会議室）②県央地区教科書セン
ター（厚木合同庁舎分庁舎内）

担当 教育指導課
�046（252）8732 �046（252）4311

○対　象　満年齢が３歳以上で、認
可幼稚園に通園している園児がい
る市内在住の保護者

○申込方法　各幼稚園で配布する申
込書に必要事項を記入の上、在園

する幼稚園へ提出
担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

○と　き　６月15日（火）午前９時
30分～

○ところ　市役所５階教育委員会室
※傍聴や議題について詳しくは、担
当にご確認ください。
担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

特別整理（蔵書点検）のため、図
書館は６月16日（水）から25日（金）
まで休館させていただきます。皆さ
んには大変ご迷惑をお掛けします
が、ご理解とご協力をお願いします。
なお、休館中に返却する図書は玄

関横のブックポストへ入れてくださ
い。ただし、ビデオ・ＤＶＤの返却
はご遠慮ください。詳しくは、担当
にご確認ください。
担当 図書館
�046（255）1211 �046（252）5704

▼中原小学校＝２日・23日午後２時
45分～３時45分▼小松原１丁目児童
遊園地＝３日午前10時30分～11時30
分▼東原小学校＝４日・25日午後２
時50分～３時45分▼ひばりが丘南児
童館＝５日・26日午後２時30分～３
時30分▼ＮＴＴ栗原社宅＝９日・30
日午前10時30分～11時30分▼相模野
小学校＝９日・30日午後１時50分～
３時30分▼東原共同住宅８号棟前＝
10日午前10時30分～11時30分▼入谷
小学校＝10日午後２時50分～３時45
分▼相模が丘４丁目多目的広場＝11
日午前10時30分～11時30分▼栗原小
学校＝11日午後２時45分～３時45分
※雨天中止。学校への巡回は時間が
変更になる場合があります。
担当 図書館
�046（255）1211 �046（252）5704

○と　き　６月26日（土）、７月27
日（火）

○行き先　東京ディズニーランド
○対象者　市内在住の障害児者と介
護者

○負担金　大人4,000円、中学・高
校生3,000円、４歳～小学生2,000
円、３歳以下無料

○申込方法　６月８日（火）までに
電話またはファクスで担当へ

※秋の激励一泊旅行、入浴券配布事
業に参加する方は申し込み不可。
担当 市障害者団体連合会事務局

（市社会福祉協議会内）
�046（266）2001 �046（266）2009

市内各地域で活動する30の老人ク
ラブの連合組織である市老人クラブ
連合会の愛称が、このほど「ソレイ
ユざま」に決まりました。
これは、より一層の仲間作りを目

指すため、地域の中で誰もが親しみ
やすく、活動を身近に感じられるよ
う、会員を対象に公募していたもの
で、応募総数46点の中から、座間ハ
イツほのぼの会の山田明美さん考案
の作品が選ばれました。
ひまわりのように活気あふれる老

人クラブ連合会を目指そうと決定さ
れたこの愛称を、今後はさまざまな
場面で使用し、活動の活性化と会員
増を図っていきます。
なお、各地域老人クラブでは、会

員を募集しています。詳しくは、担
当にお問い合せください。
担当 市老人クラブ連合会事務局

（市社会福祉協議会内）
�046（266）2001 �046（266）2009

精神疾患を持つご家族のいる方々
が、毎月集まり「病気についての理
解や日ごろの悩み・対応方法」など
を学習したり気兼ねなく話せたりす
る場です。気軽にご参加ください。
○と　き　６月15日（火）午後１時

30分～３時30分
○ところ　サニープレイス座間（総
合福祉センター）３階研修室

○内　容　病気の知識と正しい理解
（初心者向け）
○講　師　相模台クリニック精神科
医師

○対　象　精神疾患を持つご家族が
いる市内在住者

○申込方法　６月14日（月）までに直
接または電話、ファクスで担当へ

担当 障害福祉課
�046（252）7085 �046（252）7043

○と　き　６月20日（日）午前10時
～午後２時

○ところ　市民健康センター
○内　容　食事の大切さについて調
理実習を通して学ぶ

○対　象　５歳以上の未就学児と父
親

○定　員　12組（申込順）
○持ち物　エプロン、三角きん、布
きん２枚、筆記用具

○申込方法　電話で担当へ
担当 保健医療課
�046（252）7225 �046（252）7043

○と　き　①６月22日②29日いずれ
も火曜日午前10時～正午（全２回）

○ところ　市民健康センター
○内　容　①骨密度測定、骨を丈夫
にする話ほか②おいしく食べよ
う！骨に良い食事（調理実習）

○対　象　20歳以上45歳未満の女性
○参加費　400円
○定　員　15人（申込順）
○申込方法　電話で担当へ
※保育は、１歳～未就学児が対象で

人数に制限があります。ご希望の方
は、６月８日（火）までにお申し込
みください。
担当 保健医療課
�046（252）7225 �046（252）7043

○と　き　６月24日（木）午後２時
～４時

○ところ　市民健康センター
○内　容　運動を始める前後の体操
やストレッチについて学ぶ

○講　師　健康運動指導士
○対　象　40歳以上
○定　員　20人（申込順）
○持ち物　健康手帳（お持ちでない
方には当日発行）、筆記用具

○申込方法　６月23日（水）までに
電話で担当へ

担当 保健医療課
�046（252）7225 �046（252）7043

○と　き　７月27日（火）午前10時
～午後１時

○ところ　市民健康センター
○内　容　給食を食べよう～しらす
ごはん、アジのカレーしょうゆ焼
き、じゃがいもの団子汁ほか

○対　象　市内在住の小学生と保護
者

○定　員　13組（多数抽選）
○参加費　一人400円程度（保険代
含む）

○申込方法　任意の用紙に住所、氏
名、ふりがな、学年、電話番号を
記入し、６月７日（月）までに市
内各小学校に持参、または電話で
各小学校栄養士へ（午後のみ）

担当 学校教育課
�046（252）8739 �046（252）4311

偏見、差別のない社会と、親にも
子にも安心できる家庭環境、地域の
実現を目指す講座です。
○と　き　①７月４日②11日③18日
④25日いずれも日曜日午後１時30
分～４時30分（全４回）

○ところ　市民健康センター
○内　容　①家族の関わり方②つな
がりを求めて③家族の立場から④
学生相談室の窓口から見えること

○定　員　50人（申込順）
○申込方法　電話またはファクスで
担当へ

担当 生涯学習推進課
�046（252）8472 �046（252）4311

○と　き　６月26日（土）午前８時
30分～午後３時（雨天中止）

○ところ　座間市役所～相模原市立
相模原麻溝公園～県立相模原公園
～座間市役所（約13キロ）

○内　容　日常生活では簡単に通り
過ぎてしまう道をみんなで歩いて
自然を感じる、参加者同士の交流
を図る

○対　象　市内在住・在勤者・在学
者（小学４年生以下は保護者同伴）

○定　員　150人（申込順）
○持ち物　飲み物、昼食、雨具など
○申込方法　６月18日（金）までに直
接または電話、ファクスで担当へ

※中止の問い合わせは、当日の午前
７時～７時30分に電話で担当へ。
担当 スポーツ課
�046（252）8177 �046（252）4311

地元農家が生産した新鮮野菜や、
市の特産品などを販売する朝市を次
のとおり開催します。
○と　き　６月13日、27日いずれも
日曜日午前７時～８時（雨天決行）

○ところ　市役所ふれあい広場（雨
天時は市役所１階アトリウム）

○販売品　地場産野菜、農産物加工
品、肉、花き、市特産品など

○持ち物　買い物袋
担当 農政課
�046（252）7601 �046（255）3550

◆公民館　おもちゃ病院
○と　き　６月19日（土）午前10時
～正午（受付は11時30分まで）

○内　容　壊れたおもちゃの修理
※修理できない物もあります。

○対　象　小学生以下と保護者
○定　員　20組（先着順）
○費　用　無料（部品代などが掛か
る場合があります）

○参加方法　当日直接同館へ

◆保育ボランティア養成講座
○と　き　６月24日～７月22日毎週
木曜日午前10時～正午（全５回）

○内　容　保育ボランティアとして
活動するための心構え、手遊びや
絵本の読み聞かせの仕方など

○対　象　幼児と関わることが好き
で、公民館での保育ボランティア
に関心がある方

○定　員　20人（申込順）
○申込方法　6月20日（日）までに
直接または電話、ファクスで同セ
ンターへ

※講座終了後は、保育ボランティア
サークルに参加して活動できます。
◆エクセル入門講座
○と　き　７月１日～22日毎週木曜
日午後１時30分～４時30分（全４
回）

○内　容　計算式やグラフ作りに適
した「エクセル」の基礎を学ぶ

○対　象　４回とも出席が可能でマ
ウス操作、文字入力のできる方
（市公民館、北・東地区文化セン
ターで同講座の未受講者に限る）

○定　員　16人（多数抽選）
○持ち物　筆記用具
○参加費　2,270円（テキスト代ほか）
○講　師　座間市パソコンサポート
クラブ

○申込方法　６月23日（水）までに
直接または電話、ファクスで同セ
ンターへ

◆こども手づくり広場
～ガラスの風鈴の絵つけ～

○と　き　７月４日（日）①午前10時
～正午②午後１時30分～３時30分

○内　容　ガラスの風鈴に絵付けを
する

○対　象　市内在住の小学３年～６
年生

○定　員　各15人（多数抽選）
○参加費　700円
○申込方法　６月14日（月）（当日
消印有効）までに、往復はがきに
氏名、学年（年齢）、住所、電話
番号、「ガラスの風鈴参加希望」、
時間①②のいずれかを明記し同セ
ンターに郵送。窓口申し込みの場
合は必要事項を書いたメモと返信
用はがきを持参

◆スポーツ公開講座「ストレッチ
＆リラクゼーション講座」

○と　き ６月26日（土）午前10時
～11時30分

○ところ スカイアリーナ座間（市
民体育館）２階武道室

○内　容 体の疲れの解消を目的
に、自宅でできるさまざまなスト
レッチやリラクゼーションの方法
を学ぶ

○講　師　健康運動指導士　矢子達
哉さん

○対　象 18歳以上
○定　員　50人（申込順）
○受講料 500円
○持ち物　動きやすい服装、筆記用
具など

○申　込 ６月25日（金）までに受
講料を添えて直接体育館へ（現金
の取扱は午後５時まで。電話予約
可。ただし、１週間以内に手続き
を）

◆①臨時清掃作業員（ごみ収集）
②臨時衛生作業員（し尿収集）

○募集人数　①３人②１人
○応募資格　体力に自信のある方
○勤務期間　７月１日～９月30日
○勤務日時　月曜～金曜日午前８時

30分～午後５時
○賃　金　時給1,256円～1,292円
○選考方法 面接、健康診断
○応募方法　市販の履歴書（写真添
付）に必要事項を記入し、６月10
日（木）までに本人がクリーンセ
ンター（入谷１－3081）に持参
（受付は土曜・日曜日を除く午前
８時30分～午後５時）

担当 清掃課
�046（252）8724 �046（252）7641

○オストメイト健康相談会
▽とき＝６月13日（日）午後１時30
分～４時30分▽ところ＝厚木市ヤン
グコミュニティーセンター（厚木市
中町）５階研修室▽内容＝皮膚・排
泄ケア認定看護師の講演、グループ
懇談、個別相談など▽対象＝人工肛
門・人口ぼうこう保有者とその家族
および関係者▽問い合わせ先＝�日
本オストミー協会相模原・県央地区
代表�042（758）1482（丸山）へ
○親子下水道教室
▽とき＝７月10日（土）午後１時30
分～３時30分▽ところ＝四之宮管理
センター（平塚市四之宮４－19－１）
▽内容＝下水道ビデオ鑑賞、下水処
理場の施設見学、顕微鏡による微生

６月の相談日  

弁　護　士 

不　動　産  
（取引・契約） 

障　害　児　者 
（身体・知的） 

障　害　者 
就　労　支　援 

市　民　一　般 

分譲マンション 
（近隣・管理組合） 

行　　　　政 
（国に対する要望） 

消　費　生　活 
（訪問販売・多重債務など） 

行　政　書　士 
（相続・遺言書） 

担当　広聴相談課 �０４６（２５２）８２１８ 

�０４６（２５２）８４９０ 
（電話相談も可） 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時30分 

※市主催の交通事故相談は終了しました。今後は弁護士相談などをご利用ください。詳しくは担当まで。 

毎月第４木曜日午後１時30分～４時30分 

毎週月曜～金曜日午前９時30分～正午と午後１時 
～３時30分（９日（水）の相談は午後のみ） 

24日 

毎月第２金曜日午後１時30分～４時30分 
（10日まで受け付け） 11日 

17日 

10日 
17日 

８日夜 
９日　 
15日夜 
16日　 
22日夜 

予約制（電話可） 
受付�０４６（２５２）８２１８ 
市役所３階相談室 
※１日午前８時30分か
ら今月分を受け付け、
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は年間
一人につき１回（25分
以内）、その他の相談
は一人30分以内とさせ
ていただきます。相談
される要点をよく整理
してお越しください。 

駐留軍離職者 

青　少　年 

教　　　　育 

子どもいじめ 
ホットライン 

就　　　　学 
（障害児対象） 

母子・父子家庭 

児　　　　童 

毎週月曜～金曜日午前10時～午後４時 

毎週月曜・水曜・金曜日午前９時～正午と午後１時 
～５時15分 

毎週火曜・金曜日午後１時～５時 
（予約制（電話可）） 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時 

毎週月曜～金曜日午前９時30分～11時30分と午後 
１時～３時30分 

毎週月曜～金曜日午前８時30分～正午 
午後１時～５時（予約制（電話可）） 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時 

人　　　　権 

ドメスティック 
バイオレンス 

住まい 探し 
（高　齢　者） 

毎月第２火曜日午前９時～11時30分 ８日 

15日 

毎月第３木曜日午前10時～午後３時 17日 

市役所１階子育て支援課 

市役所１階子育て支援課 

青少年センター１階 
青少年相談室 

市役所５階教育指導課 

市役所５階教育研究所 

市役所３階市民人権課 

サニープレイス座間 

市役所３階相談室 

ふれあい会館２階 

市役所１階障害福祉課 

担当　市民人権課 �０４６（２５２）８４８３ 

担当　教育研究所 �０４６（２５９）２１６４ 

毎週月曜～金曜日午前８時30分～午後６時 �０４６（２５９）２１６４ 
（電話相談のみ） 

担当　教育指導課 �０４６（２５２）８７３２ 

担当　青少年相談室 �０４６（２５６）０９０７ 

担当　子育て支援課 �０４６（２５２）７２０１ 

相談専用電話 
�０４６（２５５）０５００ 

担当　商工観光課 �０４６（２５２）７６０４ 

担当　障害福祉課 �０４６（２５２）７１３２ 

担当　長寿介護課 �０４６（２５２）７１２７ 

毎月第２・第３木曜日午後１時30分～４時
30分 

毎月第３木曜日午前９時30分～11時30分 

偶数月第３火曜日午後１時30分～４時 
（電話予約制。14日までに�かながわ住まい
・まちづくり協会�045（664）6896へ） 

毎月第２・第３・第４火曜日午後６時30分
～９時 
毎月第２・第３水曜日午後１時30分～４時
30分 

毎週火曜・木曜・金曜日午前10時～正午と 
午後１時～３時（予約制（電話可）） 

区　分 と　　　き と　こ　ろ 

物の観察、水質実験ほか▽対象＝小
学４年生と保護者▽定員＝25組50人
程度▽申込方法＝６月30日（水）ま
でに電話で�神奈川県下水道公社企
画課�0463（55）7438へ
○バードウオッチング
▽とき＝６月５日（土）午後１時～
３時▽ところ＝県立座間谷戸山公
園・里山体験館集合▽内容＝飛来し
た夏鳥の観察▽対象＝どなたでも▽
申込方法＝当日直接会場へ▽問い合
わせ先＝同公園�046（257）8388
○�座間市歯科医師会「子どもたち
に無料フッ素塗布」

▽とき＝６月６日（日）午前10時～
午後１時▽ところ＝市民健康センタ
ー（車での来場はご遠慮を）▽内
容＝フッ素塗布、検診、歯科・矯正
相談、ブラッシング指導ほか▽問い
合わせ先＝同会事務局�046（251）
0345
○市書道連盟　書道講習会
▽とき＝６月22日（火）午前10時～
正午▽ところ＝市公民館▽内容＝近
代詩文書の実技▽定員＝20人（申込
順）▽参加費＝100円▽申込方法＝
６月15日（火）までに電話で�046
（254）7604（料崎）へ

６月に納めていただくのは
▽市県民税（第１期）▽国民健康保険税（第１期）
※最寄りの市指定金融機関（ゆうちょ銀行を含む）、郵便局、市役所
または各出張所で納めてください。使用料などもお忘れなく。
※納期限を過ぎると、延滞金を納めていただく場合があります。
※毎月第２・第４土曜日午前８時30分から正午まで、市役所において
市税、国民健康保険税の納付窓口を開設しています（今月は６月12
日・26日）。
※詳しい内容は収納課�046（252）8021へ（国民健康保険税については
国保年金課�046（252）7003へ）。

○押し花「絵」講座
▽とき＝①６月26日②７月３日いず
れも土曜日午後１時30分～４時▽と
ころ＝東地区文化センター▽内容＝
①押し花作り②押し花の絵はがき作
り▽定員＝30人（申込順）▽参加
費＝500円▽持ち物＝①小さな草花、
カッターナイフ、ピンセットなど②
作成した押し花、はさみなど▽申込
方法＝①６月23日②６月30日いずれ
も水曜日までに電話で東地区文化セ
ンター�046（253）0781へ▽問い合わ
せ先＝ZAMA生涯学習ボランティ
ア研究会�046（256）2952（廣瀬）
○回想法ってなあに？基礎講座
▽とき＝６月27日（日）午前10時～
正午▽ところ＝サニープレイス座間
３階研修室▽内容＝高齢者の心の理
解、介護予防、認知症予防に効果的
といわれている回想法を学ぶ▽定
員＝30人（申込順）▽申込方法＝電
話で�046（258）0113（本間）へ
○市茶道連盟「納涼茶会」
▽とき＝７月４日（日）午前10時～
午後３時▽ところ＝ハーモニーホー
ル座間▽内容＝２席500円（いすあ
り）▽申込方法＝電話で�046（251）
0217（大矢）へ※当日券あり

６月23日～29日は
男女共同参画週間

子ども手当現況届をお忘れなく

市営住宅入居待機者を募集

幼稚園児保育料の一部減免

教育委員会６月定例会

平成23年度使用教科書展示会

６月16日～25日　図書館休館

移動図書館ひまわり号巡回日程

障害者日帰りバス旅行

愛称は「ソレイユざま」に
市老人クラブ連合会

家族教室

父と子のうきうきクッキング

女性の健康セミナー
～骨づくり教室～

身体（からだ）のびのび体操

夏休み親子料理教室

市民自主企画講座
ひきこもりの理解を深めるために

健康ウオーキング

ざま市民朝市　月２回開催

市公民館
�046（255）3131 �046（252）2776

東地区文化センター
�046（253）0781 �046（253）0789

青少年センター
〒252-0023立野台１－１－４
�046（253）8411 �046（259）2163

スカイアリーナ座間
�046（255）0077 �046（255）1188
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○と　き　６月９日（水）午後０時３０分～０時５０分 
○ところ　市役所１階市民サロン 
○曲　目　モーツァルト作曲「メヌエット」、 
　　　　　新井満作曲「千の風になって」ほか 
○演奏者　林春奈さん（ヴァイオリン）、坂井美穂さん（チェロ）、 
　　　　　加藤純子さん（ピアノ） 

「ピアノトリオの魅力」 

矢
や

坂
さか

春
はる

真
ま

ちゃん
H22. 2 .26生まれ　男
ひばりが丘 5 丁目

石
いし

井
い

莉央
り ろ

ちゃん
H22. 1 .29生まれ　男
緑ケ丘 1 丁目

石山
いしやま

雄
ゆう

偉
い

ちゃん
H21. 8 .25生まれ　男
相武台 1 丁目

「こども110番の家」は不審者からの声掛け、わいせつ、つきまといな
どから子どもを守るための緊急避難場所です。
「こども110番の家」は、現在、市内の民家、商店、事業所、公共施設

など1955カ所（平成22年４月１日現在）が登録されており、外から見える
場所に右下のステッカーを提示しています。
このことで、犯罪の防止と子どもへの目印になると考えています。
「こども110番の家」に協力してくださる皆さんには、子どもが逃げ込

んできたときに、次の３つのお願いをしています。
①避難してきた子どもの警察官または保護者が来るまでの保護
②状況に応じて110番への通報
③避難してきた子どもの自宅と学校への連絡
市ではご協力いただける方を引き続き募集しております。ご協力いただ

ける方は、最寄りの青少年健全育成連絡協議会（下記中学校）にご連絡く
ださい。

※登録の連絡は、平日の午前９時～午後４時までにお願いします。
担当 青少年課　�046（253）8415 �046（259）2163

座間中学校 緑ケ丘４－６－10 �046（251）0135 
西中学校 座間２－1230 �046（251）2277 
東中学校 ひばりが丘５－57－１ �046（253）3357 
栗原中学校 栗原中央６－４－１ �046（254）9977 
相模中学校 相模が丘６－35－１ �046（253）2183 
南中学校 南栗原３－８－１ �046（256）0700

中学校名 住　　　　所 電話番号 

市民活動サポートセンターでは、インターネット上に情報サイト「ざま
っと」を開設しています。皆さんの団体・サークルの活動の様子やイベン
ト情報などを市民に広く紹介してみませんか。その登録や操作方法の説明
会を次の日程で行います。
○情報サイト「ざまっと」
URL http://zamat.genki365.net

○と　き　６月19日（土）午前10時～正午
○ところ　サニープレイス座間（総合福祉
センター）３階講習室

○定　員　30人（申込順）
○参加費　無料
○申込方法　６月14日（月）までに電話また
はファクスで同センターへ

○問い合わせ先 市民活動サポートセンター �046（255）0201 �046
（255）3243
担当 協働まちづくり課 �046（252）8237 �046（255）3550

「遊友クラブ」は、放課後や休日に子どもたちに「あそび場・仲間・ま
なびの機会」を提供し、社会性や主体性、創造性を伸ばし「生きる力」を
育てることを目指して、市内11小学校に設置されている組織です。
同組織は地域の皆さんや保護者で構成される「ざま遊友クラブ実行委員

会」と「パートナー」と呼ばれるボランティアスタッフが運営し、子ども
たちにお話し会、工作、ニュースポーツ、
卓球、囃子

は や し

などのイベントを行っています。
現在、アイデアを出し合い、子どもたち

と一緒に遊びと学びをお手伝いできる方を
募集中です。申し込みや問い合わせは、次
の各小学校遊友クラブか担当へご連絡くだ
さい。

担当 青少年課　�046（253）8415 �046（259）2163

座間小学校 �046（251）0009 
栗原小学校 �046（251）0074 
相模野小学校 �046（251）0625 
相武台東小学校 �046（251）6446 
ひばりが丘小学校 �046（252）1124 
東原小学校 �046（253）3145 
相模が丘小学校 �046（254）8202 
立野台小学校 �046（254）8100 
入谷小学校 �046（253）7211 
旭小学校 �046（253）2255 
中原小学校 �046（251）3882

遊友クラブを実施している小学校 連絡先(※各小学校につながります)

最近、突然訪問され、宅地内の下水の点検、清掃
などで、高額な料金を請求されたといったトラブル
が増えています。悪質な訪問商法は次のような特徴
があります。
・「定期的に掃除する義務がある」などと、虚偽の
説明をする。

・「不衛生」「近所迷惑」などと、不安をかき立てる。
・「市役所の方から来ました」「市には、話してあります」などと誤解を
招く表現を使う。

・「特別に安くします」などと、根拠なく有利であると思わせる言い方を
する。
市では、個人敷地内の点検・調査を行う場合は事前にお知らせしていま

す。また、市では、このような営業活動は一切行っておらず、民間業者へ
の委託も行っていません。不審と思われた場合は、身分証明書の提示を求
め確認するか、担当にお問い合せください。
なお、公共汚水枡

ます

の詰まりは担当までご連絡ください。また、宅内の排
水管のつまりは、座間市管工事業協同組合（�0120（015）244）にご連絡い
ただくか、任意の業者に依頼するなどしてください。
訪問販売による排水管の清掃は、「特定商取引法」によりクーリング・

オフができる場合があります。
市では、消費生活センター（�046（252）8490）でクーリング・オフの

具体的な手続き方法などの相談に応じていますので、ご相談ください。
担当 下水道課 �046（252）8587 �046（257）4155

市役所
の方か

ら 

来まし
た 

本市は、豊かな緑と水に恵まれています。市では、この緑と水を次世代
へと引き継いでいくために、さまざまな環境に対する啓発や地下水保全条
例を制定するなど、各種保全事業を行っています。
６月は「かながわ環境月間」です。市では、この月間に合わせて次のと

おり環境講演会を開催します。ぜひ、皆さんも環境についての考え方の基
礎を学んでみませんか。
○と　き　６月25日（金）午後１時30分～３時
○ところ　サニープレイス座間（総合福祉センター）３階多目的室
○テーマ　「地球温暖化と私たちの暮らし」
※講演会終了後に電気自動車同乗体験を予定しています。

○講　師　神奈川県環境学習リーダー会
副理事長　内藤克利さん

○定　員　60人（申込順）
○申込方法　電話で担当へ
担当 環境対策課 �046（252）8214

�046（257）7743
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